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本仕様書は、「福岡市内宿泊事業者の人材確保に係る合同就職説明会実施業務委託」（以下「本業務」と

いう）の企画提案競技に関し、必要な仕様を定めるものである。企画提案競技の最優秀提案者との委託契約を

締結する際には、公益財団法人 福岡観光コンベンションビューローと受注者が協議の上、契約用の仕様書を定

めることとする。 なお、本仕様書において、甲とは公益財団法人 福岡観光コンベンションビューローをいい、乙と

は提案者をいう。 

 

1. 委託事業名 

福岡市内宿泊事業者の人材確保支援に係る合同就職説明会実施業務委託 

 

2. 履行期間 

契約締結の日から令和７年２月 28日（金）まで 

 

3. 事業目的 

 市内宿泊事業者は、コロナ禍での人流の途絶により、宿泊需要の低迷、収益の減少等、多大なる影

響を受けたことで、多くの従業員が宿泊施設を離れ、人員縮小を余儀なくされる状況が生じた。観光

需要は着実に回復を続ける一方、業界全体として需要回復に見合う人員を十分確保することができ

ておらず、直近の民間調査では、宿泊事業者の 71％超が人手不足との結果が報告されているところ

である。 

 また、昨年度実施した宿泊事業者に特化した合同就職説明会において、宿泊事業者 19社、求職者

126名が参加し、11名が採用につながっており一定の成果がみられたが、参加した求職者の属性に

おいては、新卒の割合が高く中途人材の割合が少ないことが課題として残った。 

以上を踏まえ、福岡市内の宿泊事業者における人材確保を支援し、機会損失の発生を抑止すると

共に、各施設の更なる成長・発展に繋げていくことを目的として、宿泊事業者と求職者をマッチング

するイベントの実施業務を委託するものである。 

 

4. 委託内容 

（１）全体業務関連 

○本仕様書５以降に示す項目について留意しながら業務を遂行すること。 

○（２）から（５）の業務を適正・適法に遂行するための実行体制や実施計画、個人情報管理の観

点を踏まえて提案すること。 

○本業務の遂行にあたっては、定期的なミーティングや内容に応じた随時の相談、報告等、甲と緊

密に連携を図りながら進めること。 

（２）合同就職説明会の実施について 

① 共通事項 

○福岡市内の会議場等を会場とし、福岡市内の宿泊事業者（以下事業者）と宿泊業への就労に興味

関心を持つ人材（以下求職者）をマッチングする企業合同就職説明会を開催すること。 

○開催時期は 11 月下旬を想定しているが、事業者及び求職者の参加が多く見込まれる時期に

ついて提案書の中に記載すること。 

〇求職者の増加及び採用者の増加の観点から、新卒採用と中途採用の説明会の開催をわけて行

うこと。日程については同日開催でもよいが、午前と午後でわけるなど、事業者及び求職者

が参加しやすい仕組みを提案すること。 

○合同就職説明会の運営やマッチングを効果的に成立させるための仕組みづくり、運営に際し
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て用いる WEB サイトや入力フォーム等の必要なシステムの準備、事業者・求職者双方に係

る質問対応及び情報提供については全て、甲と協議の上、乙において実施すること。以上の

ことについては、想定している内容について具体的に提案書に記載すること。 

○事業者及び求職者からの問い合わせについて、対応時間や対応方法について提案書の中に記載

すること。 

 

② 参加事業者関連 

〇参加事業者の募集は各 20 社程度を目標とし、事業者に対する参加の呼びかけは甲及び福岡

市と協力しながら乙において主体的に行うこと。その際に用いる申込上の注意や申込時に必

要な事項等をまとめた資料及び WEBページ等は乙において作成すること。 

○調理部門の求人を希望している事業者を複数参加させること。 

○参加事業者の出展料（ブース設置・机・椅子等）は無料とすること。 

〇各参加事業者が合同説明会の準備を行うにあたって、採用率の向上や参加求職者に興味・関

心を持ってもらうためのブース設置の方法など、乙の知見から各参加事業者をサポートする

こと。 

 

③ 参加求職者関連 

〇参加する求職者数の目標は最低 100 名以上とし、乙が目標とする求職者数について提案書

の中に記載すること。また、中途人材（宿泊業界の未経験者、経験者の別は問わない）の参

加人数については、特に重要視していることから、中途人材の参加を向上させる取り組みに

ついて提案すること。併せて、その目標を達成するための具体的な求職者募集に係るプロモ

ーション方法や、主な求職者のターゲット、目標数達成に至るロジックについても記載する

こと。プロモーションについては、WEB広告の手法のみではなく、幅広い求職者に認知して

もらい申込につながるような創意工夫を検討すること。 

○本説明会の求人対象となる職種については、宿泊施設運営に係る職種を広く対象とすること。

なお、調理人材については事業者のニーズが高いことから、効果的な集客やマッチングを図

ること。 

○求職者の参加方法については、事前申込を想定しているが、当日自由参加での実施やいずれ

の参加も可とする等、参加する求職者の最大化が図れる方法を自由に提案すること。 

〇甲及び福岡市が用いる求職者獲得に向けたプロモーションツールとして、求職者向けのチラ

シデータを作成すること。 

〇本説明会に参加した求職者に、採用率の向上や宿泊施設での就労に興味・関心を持ってもら

うための仕掛けとして、各事業者に対して特典等のインセンティブ提供を依頼すること。 

○本説明会においては、宿泊業の魅力や具体的な業務内容の認知拡大も目標の一つとしているこ

とから、一般的な合同就職説明会の内容にとどまらず、当会場において、上記目標を達成するた

めの仕組みや創意工夫について提案すること。例えば、集客が期待できるような宿泊業界のゲス

トスピーカーの登壇等が考えられる。 

 

（3）アンケート等による調査及び報告書の作成について 

  ①アンケート等による調査について 

○企業合同就職説明会終了後 1か月以内を目途に、参加した事業者に対し、アンケート等の方法

により、参加の満足度や課題、その他感想等についての一次調査を行うこと。その後、２月末

までに２次調査を実施し、結果を報告書に記載すること。少なくとも「今回の取組に関する満

足度」、「次回開催があった場合の参加意向」、「マッチングした参加者とのその後の進捗（採用
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の状況、新卒、中途人材の内訳等）」については調査項目とし、その他の項目については、甲

と協議の上決定する。なお、回収率は事業者数に対し 9割以上を目標とする。 

○参加した求職者に対し、アンケート等の方法により、参加の満足度や課題、その他感想等につ

いての調査を行うこと。調査の手法については提案書の中に記載すること。 

 

  ②報告書について 

○各イベントの参加者数や聞き取り調査などの詳細について、わかりやすく取りまとめのうえ、期

間内に報告すること。 

○必ず課題点と反省点を記載のうえ、今後の宿泊業の人材確保支援についての提言等について、考

察し記載すること。 

 

（4）その他 

○仕様書に記載の他、事業者や求職者にとってメリットとなり、実現可能な取り組みについては、

自由に提案すること 

      

5. 業務遂行にあたっての基本的な考え方 

（１）受注者は、業務従事者が、参加する事業者及び求職者に対して懇切丁寧な接客態度で臨み、

不快感を与えるような言動をとらないよう留意しなければならない。  

（２）受注者は、業務の実施に当たっては、関係法令及び規程等を遵守し、誠実に責務を果たすと

ともに、必要な届出・手続き等を遅滞なく行うものとする。  

（３）発注者及び受注者は、適正かつ円滑な業務を行うため、必要な協議・調整を行い、密接な連

携を図るものとする。  

（４）発注者は、業務の遂行に当たり、指示する必要があると認めるときは、受注者に対しこれを

行うことができる。 

 

6. 業務従事者の管理体制 

（１）受注者は、全般的な業務監督並びに発注者と業務従事者との連絡調整及び業務従事者の 

指導・監督を行う業務遂行責任者を選任し、書面をもって発注者に届け出ると共に、発注者

の同意を得なければならない。 

なお、その職員が不在の場合でも、緊急の事態に備えて受注者及び業務従事者と常時連携が

とれる体制をとらなければならない。 

また、契約期間中に業務遂行責任者を変更する場合は、あらためて書面をもって発注者に届

け出ると共に、発注者の同意を得なければならない。 

 

（２）業務従事者の配置及び選考 

業務従事者の選考及び配置等にあたっては、受注者が実施する。 

ただし、業務従事者については、本委託業務の遂行に必要な知識及び技能を有するものであ

ること。 

     

7. 受注者の責務 

（１）法令等の順守  

業務従事者は、関係法令及び保安関係規程類を遵守し、常に善良なる管理者の注意をもって、

誠実に責務を果たすこと。  

（２）守秘義務  
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受注者及び業務従事者は、業務の実施に当たり、業務上知りえた秘密を契約期間中及び契約終

了後においても漏えいしてはならない。 また、業務従事者においては、退職後も同様とする。  

（３）信用失墜行為の禁止  

受注者及び業務従事者は、業務の実施に当たり、福岡市及び福岡観光コンベンションビューロ

ーの信用を失墜する行為をしないこと。 

（４）個人情報の適切な取扱  

受注者は、個人情報を取り扱う場合には、個人情報の漏えい、滅失及び毀損を防止し、 

業務上知りえた個人情報の秘密保持に努めなければならない。  

 

 

8. 費用の負担 

本業務委託の履行に必要な物品は、受注者が準備すること。  

 

9. 損害賠償 

（１）受注者の故意または過失により人身、施設等に損害が発生したときは、すべて受注者が 

賠償の責任を負うものとする。  

（２）受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により福岡市及び福岡観光コンベンション 

ビューローに損害を与えた場合はその損害を賠償する責めを負うものとする。  

（３）受注者の使用人が、業務遂行中に被った被害については、福岡市及び福岡観光コンベンション 

ビューローは一切の責めを負わないものとする。ただし、福岡市及び福岡観光コンベンション

ビューローの責めに帰する場合はこの限りではない。  

 

10. 提出書類及び提出期限 

受注者は、次に掲げる書類を遅滞なく提出すること。  

（１）事故報告書（事故発生時のみ）【様式なし】 提出期限：発生後すみやかに  

 

11. その他 

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の解釈に疑義が生じた事項については、 

発注者及び受注者が協議の上、決定するものとする。  

ただし、この仕様書に定めのない事項であっても、発注者が特に必要と認めた軽易な業務につい

ては、発注者の指示に従わなければならない。 

以上  


